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「新型コロナウイルス感染防止への対応について」
株主総会に於ける感染症の拡大防止のため、招集通知４～
５頁の記載内容を必ずご確認ください。
昨年より、お土産の配布は取り止めさせていただいており
ます。何卒ご理解賜りますよう、お願い申しあげます。



　
株主の皆様へ

　
　

代表取締役会長(ＣＥＯ)

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
当社の第48期定時株主総会招集ご通知をお届けするに
あたり、ご挨拶申しあげます。
当社は1973年の創業以来一貫して「回るもの、動く
もの」をキーワードに社会のニーズに応える駆動技術を
創造し続け、今や世界各国に300社を超えるグループ企
業を擁する精密小型から超大型まで手がける「世界№１
の総合モーターメーカー」として成長してまいりまし
た。
2021年3月期（連結）は売上高1兆6,181億円と過去
最高を更新すると共に、再成長に向けた事業ポートフォ
リオ転換による新ビジネス創出、また本年度から実施し
た プロジェクトによる収益率の改善活動が功を
奏した結果、営業利益は1,600億円、当期利益は1,220
億円といずれも増益となりました。
今後、Nidecグループは、2023年創業50周年を迎え

るにあたり、再度明確にした「新企業理念」の下、
「100年を超えて成長し続けるグローバル企業」、「人類
が抱える多くの課題を解決する世界№1のソリューショ
ン企業集団」に向け、全社員がベクトルを合わせ邁進し
てまいります。
株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感
染拡大のなか、くれぐれもお身体ご自愛いただくと共
に、今後とも当社へのご支援を賜りますよう、お願い申
しあげます。

代表取締役
社長執行役員(ＣＯＯ)

は登録商標です。

社 是 三つの経営基本理念 三大精神
我社は科学・技術・技能の一体化と

誠実な心をもって
全世界に通じる製品を生産し
社会に貢献すると同時に
会社および全従業員の

繁栄を推進することをむねとする。

最大の社会貢献は
雇用の創出であること

情熱、熱意、執念
知的ハードワーキング
すぐやる、必ずやる、
出来るまでやる

世の中で
なくてはならぬ

一番にこだわり、
何事においても

　 製品を供給すること 　 世界トップを目指すこと
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証券コード：6594
2021年５月31日

株 主 各 位
京都市南区久世殿城町338番地

代表取締役社長執行役員 関 潤

第48期 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。
さて、当社第48期定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご通知申しあげます。
なお、茲許のコロナウイルス感染拡大防止の観点より、本株主総会に於きましては、極力書面

又はインターネット等により事前の議決権行使をいただくと共に、株主様の健康状態に関わら
ず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげます。お手数ながら後記の株主
総会参考書類をご検討のうえ、2021年６月21日（月曜日）午後５時30分までに議決権をご行使
くださいますようお願い申しあげます。 敬 具

記

日 時 2021年６月22日（火曜日）午前10時〈受付開始 午前９時30分〉

場 所

京都府京都市南区久世東土川町1-1
日本電産株式会社 本社ANNEX グローバル研修センター
１階 MIYAKO HALL
末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。

目的事項

報告事項
１ 第48期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結
計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２ 第48期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
第２号議案 監査等委員でない取締役等に対する業績連動型

株式報酬等の額及び内容改定の件
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行使期限

行使期限

開催日時

当社ホームページ

議決権行使についてのご案内
▼ 郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、切手を貼らずにご投
函ください。

2021年６月21日（月曜日）午後５時30分 到着分まで

▼ インターネット等による議決権行使の場合
【インターネット等により議決権を行使される場合のお手続について】(３頁)をご高
覧のうえ、会社の指定する議決権行使サイト（https://www.web54.net）にアクセ
スしていただき、議案に対する賛否をご入力ください。なお、管理信託銀行等の名義
株主様は、３頁下段の議決権電子行使プラットフォームについてもご高覧ください。

2021年６月21日（月曜日）午後５時30分 入力分まで

▼ 株主総会にご出席いただく場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です）
また、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。
※株主様でない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる株主様以外の方はご入場いた
だけません（お身体の不自由な株主様の同伴の方を除きます）ので、ご注意ください。

2021年６月22日（火曜日）午前10時〈受付開始 午前９時30分〉

議決権の行使にあたっては、以下の事項を予めご承知おきください。
● 議決権行使書面と電磁的方法（インターネット等）により議決権を重複して行使された場合は、電磁的方法（インターネット
等）による議決権行使を有効なものとして取り扱います。

● 議決権を同一方法により重複して行使された場合は、最後に行使されたものを有効なものとして取り扱います。
● 議決権の行使につき、賛否の表示のない場合は賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

以 上
　

（注）１．株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた
場合には、当社ホームページにおいて掲載することにより、お知らせ致します。

２．本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結注記表」、「個別注記表」、「連結持分変動計算書」及び「株主資本等変動
計算書」については、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ホームページに掲載しております
のでご覧ください。本招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し監査等委員会及び会計監査人が監査をした連結
計算書類及び計算書類の一部であります。

https://www.nidec.com/jp/
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議決権行使サイトURL

専用ダイヤル

インターネット等により議決権を行使される場合のお手続について

　インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い
申しあげます。

記
　

１．議決権行使サイトについて バーコード読取機能付の携帯電話を利
用して左の「QRコード®」を読み取り、
議決権行使サイトに接続することも可
能です。なお、操作方法の詳細につい
てはお手持ちの携帯電話の取扱説明書
をご確認ください。

インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サ
イトをご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用い
たインターネットでもご利用することが可能です。

https://www.web54.net
（QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

（１）議決権行使について
①インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、
画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。
②インターネットによる議決権行使は、2021年６月21日（月曜日）午後５時30分入力分まで受付致しますが、議決権行使結果の集計の都
合上、お早めに行使されるようお願い致します。
③書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせてい
ただきます。
④インターネットによって、複数回数、又はパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決
権行使として取り扱わせていただきます。

　
（２）議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】
　インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますよう、お願い申しあげます。

株主名簿管理人 0120－652－031（午前９時～午後９時）
三井住友信託銀行証券代行部 <その他のご照会> 0120－782－031（平日午前９時～午後５時）

　
２．議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社である株
式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議
決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以上
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新型コロナウイルス感染防止への対応について
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
来る６月22日（火）に当社第48期定時株主総会の開催を予定しておりますが、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止に向けた当社の対応について、下記のとおりご案内させていただきま
す。株主の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

記
１．当社の対応について
1）株主総会の登壇役員、運営スタッフは、マスク着用で応対させていただきます。
2）３密を極力避けるため、
－ “待合コーナー(ウォーターサーバ含む)設置” 及び “ペットボトルお茶／カタログ類
　 配布” は、昨年同様、控えさせていただきますので、予めご了承ください。
－会場内の席は、前後・左右の間隔を空けて設置しておりますが、状況に応じて会場分散
（第一、第二会場）に加え、入場制限を行わせていただく場合もございますので予めご
了承ください。

3）ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声がけをさせてい
ただくことがありますので、予めご了承ください。

２．株主様へのご協力お願い
1）厚生労働省によれば、屋内の閉鎖的な空間で他人と近距離で一定期間いること(密閉・密
集・密接の３密)が感染リスクを高め、特に高齢者や妊婦の方、また基礎疾患のある方は
重症化のリスクが高いとされております。該当する株主様に於かれましては、株主総会
への出席を見合わせ、招集ご通知記載の方法、書面・インターネット等により議決権を
行使することをぜひご検討ください。

2）株主総会への出席をお考えの方に於かれましては、株主総会当日、風邪のような症状が
見られるとき、その他体調が優れないときは、くれぐれもご無理なさらず出席を見合わ
せていただきますようお願い致します。
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３．ご来場される株主様へ
1）株主総会開会は10時、受付開始は９時30分ですが、例年９時40分頃から受付にご来場
者が集中します。また新型コロナウイルス対応で、受付の際お時間を頂戴する可能性も
あることから、早めのご来場をお勧め致します。

2）新型コロナウイルス感染防止の観点で３密を避けるため、最寄り駅JR向日町駅から会場
　 までのシャトルバス運行は控えさせて頂いております（徒歩順路には随所にスタッフを
　 配置予定）ので予めご了承ください。なおJR京都駅八条口より市バスも出ております。
※駐車場・駐輪場はご用意しておりませんので、くれぐれも車両でのご来場はご遠慮

　 願います。
3）全員の方に受付での検温にご協力いただくことは、受付付近での混雑を招く恐れがある
ことから、当社はサーモグラフィーを設置し、熱画像で体温を確認する予定です。
状況次第で、運営スタッフが検温へのご協力をお願いすることがございますが、その際
はご協力いただくと共に、結果 “発熱がある” と認められる方は入場をお断りし、お帰
りいただく場合があります（総会中に体調不良と見受けられた場合、また検温にご協力
いただけない場合も同様）ので、予めご了承ください。

4）会場内及び館内でのマスクの常時ご着用と、受付及び会場への入退場の際は、手のアル
コール消毒にご協力ください。（ご協力いただけない場合は、ご入場いただけないことが
ございますので、予めご承知おきください。）

5）質疑応答の際は、スタンドマイクまでご移動いただくことを検討しております。
6）株主様のご健康と人命を守ることを第一とし、当社と致しましても “株主総会自体の規
模縮小 “及び” 総会運営時間の短縮 “を実現する所存でございますので、株主の皆様に
於かれましても、何卒ご理解ご協力賜りますよう、お願い申しあげます。

以 上
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第１号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
　
　本総会終結の時をもって、監査等委員でない取締役全員（４名）は任期満了となります。つきましては、監査等委
員でない取締役４名の選任をお願いするものであります。
　監査等委員でない取締役候補者は次のとおりであります。
　

候補者
番号 氏 名 現在の当社における地位

01 なが もり しげ のぶ

永 守 重 信 再 任 代表取締役会長

02 せき じゅん

関 潤 再 任 代表取締役社長執行役員

03 さ とう てい いち

佐 藤 禎 一 再 任
社外取締役

独立役員
取締役

04 し みず おさむ

清 水 治 再 任
社外取締役

独立役員
取締役
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候補者
番 号 01 再 任

なが もり しげ のぶ

永 守 重 信
（1944年８月28日生）

所有する当社株式の数 49,473,732株

選任理由

当社創業者として、創業以来最高経営責任者を務めており
ます。当社グループを短期間で１兆円企業に導いた実績に
裏付けられた経営者としての実力と見識により、当社グル
ープの成長発展に適任であると判断し、取締役候補者とし
ております。

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1973年７月 当社設立 代表取締役社長
最高経営責任者（現任）

2014年10月 代表取締役会長兼社長
2018年６月 代表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況

日本電産シンポ㈱取締役会長
日本電産サンキョー㈱取締役会長
日本電産モビリティ㈱取締役会長
日本電産コパル㈱取締役会長
学校法人永守学園理事長

候補者
番 号 02 再 任

せき じゅん

関 潤
（1961年５月９日生）

所有する当社株式の数 297株

選任理由

過去事業会社での経営経験があり、現在は最高執行責任者を
務めております。幅広い分野での豊富な経験・実績・見識を
有しており、当社グループの成長発展に適任であると判断
し、取締役候補者としております。

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年４月 日産自動車㈱入社
2014年４月 専務執行役員
2019年12月 執行役 副最高執行責任者
2020年１月 当社入社 特別顧問
2020

2020

年

年

４

６

月

月

社長執行役員
最高執行責任者（現任）
代表取締役社長執行役員（現任）

重要な兼職の状況

日本電産トーソク㈱取締役会長
日本電産エレシス㈱取締役会長
インド日本電産㈱取締役会長
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候補者
番 号 03 再 任

社 外 独立役員
さ とう てい いち

佐 藤 禎 一
（1941年10月15日生）

所有する当社株式の数 1,438株

選任理由および選任された場合に果たすことが期待される役割の概要

文部科学省等で要職を歴任後、日本学術振興会理事長や他社
の社外取締役を務めるなど、人材育成をはじめとする幅広い
分野における豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営全
般に有益な指摘や意見をいただき、当社の業務執行の監督等
の役割を適切に果たしていただいております。また、2021
年２月に当社取締役会の諮問機関として設置された報酬委員
会の委員を務めています。今後も独立した立場で、当社の業
務執行を監督する役割を果たしていただけると期待しており
ます。

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1964年４月 文部省（現 文部科学省）入省
1990年７月 大臣官房審議官（高等教育局担当）
1992年７月 文化庁次長
1993年７月 学術国際局長
1994年７月 大臣官房長
1997年７月 文部事務次官
2000年７月 独立行政法人日本学術振興会理事長
2003年１月 ユネスコ日本政府代表部特命全権大

使
2007年４月 独立行政法人国立文化財機構東京国

立博物館長
2009年10月 国際医療福祉大学大学院医療福祉学

研究科教授
2015年６月 ㈱ＮＨＫプロモーション取締役（現

任）
2018年６月 当社 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

㈱ＮＨＫプロモーション取締役
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候補者
番 号 04 再 任

社 外 独立役員
し みず おさむ

清 水 治
（1953年９月21日生）

所有する当社株式の数 205株

選任理由および選任された場合に果たすことが期待される役割の概要

財務省等で要職を歴任し、弁護士として法務・税務に関する
高い見識と財政金融政策や公共政策をはじめとする幅広い分
野における豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営全般
に有益な指摘や意見をいただき、当社の業務執行の監督等の
役割を適切に果たしていただいております。また、2021年
２月に当社取締役会の諮問機関として設置された報酬委員会
の委員を務めています。今後も独立した立場で、当社の業務
執行を監督する役割を果たしていただけると期待しておりま
す。

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1976年４月 大蔵省（現 財務省）入省
1984年６月 アフリカ開発銀行理事
1996年11月 大蔵大臣秘書官事務取扱
1998年１月 主計局主計企画官
1999年７月 主税局税制第一課長
2001年７月 主税局総務課長
2003年７月 福岡国税局長
2004年７月 総務省大臣官房審議官（地方行財政

改革担当）
2006年 7 月 財務省大臣官房審議官（国際局・主

税局・大臣官房担当）
2007年１月 内閣府沖縄振興局長
2010年７月 政策統括官（沖縄政策担当）
2012年１月 内閣府審議官
2014年 4 月 早稲田大学政治経済学術院教授

（現任）
2018年６月　当社 社外取締役（現任）
2018年10月 第一東京弁護士会登録

重要な兼職の状況

早稲田大学政治経済学術院教授
（注）１．上記各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　 ２．社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。

⑴佐藤禎一氏及び清水治氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
⑵佐藤禎一氏及び清水治氏は、現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
⑶責任限定契約
当社は、佐藤禎一氏及び清水治氏との間で責任限定契約を締結しており、両氏の選任が承認された場合、以下の内容の責任限定契約をそれぞれ締結する予定であり
ます。

・各取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としてその責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、各取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

３．当社は、当社取締役全員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者が当社取締役に再任又は
　選任された場合には、各氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約を任期途中に更新することを予定しております。当該契約の内容の概要は事
業報告38頁に記載のとおりであります。
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第２号議案 監査等委員でない取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件
　

１．提案の理由
　当社は2018年６月20日開催の第45期定時株主総会及び2020年６月17日開催の第47期定時株主総会において、
当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び同等の地位を有する者（以下、取締役
及び執行役員とあわせて「取締役等」という）を対象として、取締役等の役位及び業績目標達成度等に応じて当社株
式の交付を行う業績連動型の株式報酬制度（以下「本制度」という）の導入についてご承認を頂き、今日に至ってお
りますが、今般、本制度を引き続き継続していくにあたり、本制度の内容を一部改定の上、本制度にかかる報酬枠を
改めて設定いたしたく存じます。
　本議案は、当社の中長期的な企業価値拡大に向けて、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に
し、当社の業績目標達成等の意欲を高めること及び、自社株保有の促進を通じて持続的な企業価値（株式価値）向上
への貢献意欲を高めることを目的としていることから、相当であると考えております。
　なお、本定時株主総会の終了時に本制度の対象となる当社の取締役等の数は、第１号議案「監査等委員でない取締
役４名選任の件」が原案通り承認可決されますと、２名（本制度の対象となる取締役を兼務しない執行役員及び同等
の地位の者は31名）となります。
　また、上記のとおり、本制度は、執行役員及び同等の地位の者（以下「執行役員等」という）も対象としており、
本制度に基づく報酬には、これらの執行役員等に対する報酬も含まれますが、本議案ではこれらの執行役員等が本制
度の対象期間中に新たに取締役に就任する可能性があることを踏まえ、本制度に基づく報酬の全体につき、取締役等
の報酬等として、その額及び内容を提案するものであります。

２．改定後の本制度における報酬等の額及び内容等
（１）本制度の概要
　本制度は、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に当社株
式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という）の交付及び給付（以下「交付等」とい
う）が行われる株式報酬制度です（詳細は下記(２)以降のとおり）。

①本制度の対象となる当社株式等の
交付等の対象者

・当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）、執行役
員及び同等の地位の者

②取締役等に対する交付等の対象と
する当社株式の取得のために当社
が拠出する金員の上限（下記
（２）のとおり）

・３事業年度を対象として27.3億円
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③取締役等に交付等が行われる当社
株式等の数の上限（下記(３)のと
おり）及び当社株式の取得方法
（下記（２）のとおり）

・１事業年度あたりに取締役等に交付等が行われる当社株式等の株式数の
上限は84,000株であり、３事業年度を対象として取締役等に交付等が行
われる当社株式等の株式数の上限は252,000株（※1）
(※１)ポイントあたりの当社株式は１株になっており、本信託に属する当

社株式が株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合等によって
増加又は減少した場合は、当社は、その増加又は減少の割合に応
じて、1ポイントあたりに交付等が行われる当社株式等の数及び下
記の上限交付株式数を調整します。

・1事業年度あたりに取締役等に交付等が行われる当社株式等の上限株数
84,000株の当社発行済株式総数（2021年3月31日時点。自己株式控除
後）に対する割合は約0.01％

・当社株式は当社（自己株式処分）または株式市場から取得を予定してい
ます。

④業績達成条件の内容（下記（３）
のとおり）

・単年度における業績目標の達成度等に応じて0％～200%の範囲で変動
・当該対象期間で使用する指標は連結売上高及び連結営業利益

⑤当社株式等の交付等の時期（下記
(４)のとおり）

・原則として、対象期間終了後の所定の時期
但し、改定前に付与されたポイントに応じた株式については、取締役等
の退任時

（２）当社が拠出する金員の上限
　改定後の本制度は、連続する３事業年度（2022年3月31日で終了する事業年度から2024年3月31日で終了す
る事業年度までの3事業年度としており、下記の信託期間の延長が行われた場合には、以降の３事業年度とする。
以下「対象期間」という）を対象とします。
　当社は、対象期間毎に27.3億円を上限とする金員を、当該対象期間に係る当社の取締役等への報酬として、受
益者要件を充足する取締役等を受益者として設定している、対象期間に相当する期間の信託（以下「本信託」とい
う）へ拠出します。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を当社（自己株式
処分）または株式市場から取得します。当社は当該対象期間に関し、取締役等に対するポイント（下記（３）のと
おり）の付与を行い、本信託は予め定められた一定の時期に、付与されたポイント数に相当する当社株式等の交付
等を行います。
　なお、本信託の信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本制度または本制
度と同種の株式報酬制度として本信託を継続することがあります。その場合、本信託の信託期間を３年間延長し、
信託期間の延長以降の３事業年度を新たな対象期間とします。当社は、当該新たな対象期間に係る当社の取締役等
への報酬として上記の金額の上限の範囲内で本信託に対して追加拠出を行い、取締役等に対するポイントの付与を
継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式（取締役等に付与され
たポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く）及び金銭（以下「残存株式等」という）がある
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ときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、当該新たな対象期間において本信託に拠出する金
額の上限の範囲内とします。この信託期間の延長は、一度だけに限らず、その後も同様に信託期間を再延長するこ
とがあります。

（３）取締役等に交付等が行われる当社株式等の数の算定方法及び上限
　 取締役等に対して交付等が行われる当社株式等の数は、以下のポイント算定式に従って算出されるポイントの数
　に応じ、１ポイントにつき当社株式１株として決定します。
　なお、本信託に属する当社株式が株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合等によって増加又は減少した場合
　は、当社は、その増加又は減少の割合に応じて、１ポイントあたりに交付等が行われる当社株式等の数及び下記の
　上限交付株式数を調整します。

（ポイントの算定式）
　役位ごとに予め定められた基準報酬額を本信託が当社株式を取得したときの株価で除して算定したポイント（以
下「基準ポイント」という）に、毎年の業績目標の達成度等に応じた業績連動係数を乗じて算出した業績連動ポイ
ントを、対象期間中の各事業年度に在任している取締役等に対して付与します。

基 準 ポ イ ン ト の 算 定 式 基準報酬額÷本信託が当社株式を取得したときの平均単価
業績連動ポイント数の算定式 基準ポイント×業績連動係数(※2)(※3)

(※2)業績連動係数は、年度計画で掲げる連結売上高、連結営業利益等で評価するものとし、業績連動係数の変動
幅は、0%～200%とします。

(※3)信託期間中に退任等で取締役等でなくなった場合に付与するポイント数は、在任期間等に基づき調整を行い
ます。

　本信託の信託期間中に取締役等に交付等を行う当社株式等の数の上限は、１事業年度当たり84,000株を上限と
し、対象期間中に取締役等に対して交付等を行う当社株式等の総数（以下「上限交付株式数」という）は252,000
株を上限とします。上限交付株式数は、上記（２）の当社が拠出する金員の上限額を踏まえて、直近の株価等を参
考に設定しています。

（４）取締役等に対する当社株式等の交付等の時期及び方法
　受益者要件を満たす取締役等は、原則として対象期間終了後の所定の時期に、上記（３）に基づき算出され、付
与された業績連動ポイントを累積したポイント数（以下「累積ポイント」という）の50％に相当する当社株式
（単元未満株式については切り捨て）の交付を受け、残りの累積ポイント数に相当する当社株式については、本信
託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。ただし、取締役等が日本株式を
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取り扱う証券口座を有しない場合には、累積ポイント数に相当する当社株式について、本信託内で換価した上で、
その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。信託期間中に取締役等が退任する場合（自己都合退任
及び解任の場合等を除く）は、退任時までの累積ポイントの50％に相当する当社株式（単元未満株式については
切り捨て）の交付を受け、残りの累積ポイント数に相当する当社株式については、本信託内で換価した上で、その
換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。（※4）。
　なお、受益者要件を満たす取締役等が在任中に死亡した場合には、取締役等の死亡時までの累積ポイント数に相
当する当社株式について、本信託内で換価した上で、取締役等の相続人が、その換価処分金相当額の金銭の給付を
受けるものとします。
　また、取締役等が海外赴任となった場合には、対象期間終了前に累積ポイント数に相当する当社株式について、
本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を在任中に受けることがあります。
　
(※4)改定前の本制度において取締役等に付与されていたポイントについては、当初の制度趣旨を鑑み、原則とし

て取締役等の退任時に当社株式等の交付等を行う予定であります。

（５）当社株式に関する議決権
　本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものと
します。

（６）当社株式に係る剰余金配当の取扱い
　本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、本信託の信託報酬及び信託費用に充てられます。信託報酬
及び信託費用に充てられた後、最終的に信託が終了する段階で残余が生じた場合には、当社と利害関係のない団体
への寄付を行う予定です。
　なお、本信託を継続利用する場合には、当該残余金銭は株式取得資金として活用されます。

（７）その他の本制度の内容
　本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信託への追加拠出の都度、取締
役会において定めます。

（参考１）
　なお、当社は、当社の取締役等に加え、当社グループ会社の取締役等に対しても同様の制度を導入しており、本信
託に対して、当社グループ会社の取締役等に対する交付等の対象とする当社株式の取得のための金銭をあわせて拠出
しています。本信託内の当社株式は、各グループ会社の信託金の金額に応じて管理しています。
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　詳細については、2021年４月22日付「当社グループの取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部
改定に関するお知らせ」をご参照ください。
(URL:https://www.nidec.com/jp/corporate/news/2021/news0422-04/)

（参考２）
　当社の「取締役の個人別報酬等の内容についての決定方針」について、本議案承認可決後に適用予定の「業績連動
報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針」を抜粋致します。従前の決定方針全文につきまして
は、事業報告に記載のとおりです。

　■業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
　監査等委員でない取締役（社外取締役を除く、以下「取締役」）の業績連動型株式報酬は、当社の中長期的な企
業価値拡大に向けて、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、当社の業績目標達成等の意欲
を高めること及び、自社株保有の促進を通じて持続的な企業価値（株式価値）向上への貢献意欲を高めることを
目的として、連続する３事業年度を対象として、対象取締役の役位及び毎年の業績目標達成度等に応じて0%から
200%の範囲で変動するポイントを対象取締役に付与し、対象期間経過後に、付与されたポイントの累積値に基
づいて算出される数の当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付が行われる仕組みとする
（１ポイント＝１株）。なお、業績連動型株式報酬の額は固定報酬の２割程度とする（事業目標達成度100%の場
合）。
　業績連動型株式報酬については、受益権確定日以降、株式交付対象者が職務や社内規程への重大な違反等の非
違行為があった場合、会社は、その者に対して賠償を求めることができるものとする。

以上
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精密小型モータ

機器装置

その他

ＨＤＤ用モータ

その他小型モータ

車載

電子･光学部品

家電･商業･
産業用

2020年度
売上高

兆 億円

億円 億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

608

1,506

6,016

34

4,436

3,581

1,440

2,9961 6,181

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項
　
１．事業の経過及び成果
　
⑴ 全般的な状況

国際通貨基金（IMF）は2020暦年の世界経済全体の成長率が-3.3%で着地したと推定しております。同成長率
想定は2020年10月時点予想を1.1ポイント上回っており、暦年後半の経済活動が想定以上に強かったことを反映
した内容となっております。2020年度は世界各地域において新型コロナウイルス感染症拡大による経済減速期間
と減速からの回復期間を経験した年度となりました。足許はワクチン接種による新型コロナウイルス感染症収束や
各国の財政刺激策への期待も高まりつつありますが、変異種の出現等による感染拡大や都市封鎖再開の傾向、各国
財政の圧迫懸念に加えて、原材料価格高騰傾向や半導体等一部部材の供給不足等のリスク要因もあり、不透明感の
強く残る状況となっています。
当期の継続事業からの連結売上高は、前期比5.4%増収の１兆6,180億64百万円となり、過去最高を更新致しま

した。営業利益は前期比47.4%増益の1,600億11百万円となりました。税引前当期利益は前期比45.5%増益の
1,529億78百万円、継続事業からの当期利益は前期比63.0%増益の1,228億45百万円となりました。
親会社の所有者に帰属する当期利益は前期比108.7%増益の1,219億77百万円となりました。

⑵ 製品グループ別販売の状況
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売上高構成比
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451451

4,2434,243

精密小型モータ
HDD用モータ、ブラシレスモータ、
ファンモータ、振動モータ、ブラシ付モータ、
モータ応用製品等

　

売 上 高 4,435億98百万円
4.6％ 増

営業利益 669億23百万円
48.3％ 増

　
売上高は前期比4.6％増収の4,435億98百万円、為替の影響は前期比約
51億円の減収要因となりました。HDD用モータは販売数量が前期比で約
22%減少したものの、製品構成の良化等により売上高は前期比8.4%減収
の1,440億29百万円となりました。一方、その他小型モータにおいては、
IT用ファンモータ、高効率の家電用モータ、ゲーム機等のサーマルソリュ
ーション商材等の新製品を数多市場投入することで新規需要を次々に取り
込んだことにより売上高は前期比12.2%増収の2,995億69百万円となりま
した。
　営業利益はHDD用モータにおける製品構成の良化等及びIT用ファンモー
タをはじめとするその他小型モータの高付加価値新製品の売上増加による
増益に加えて、部品内製化等の徹底的な原価改善等を実行し、前期比
48.3%増益の669億23百万円となりました。為替の影響は前期比約９億円
の増益要因となりました。
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売上高構成比

%22.1

3,5813,581
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3,3323,332

212212

車載 車載用モータ及び自動車部品
　

売 上 高 3,580億75百万円
7.5％ 増

営業利益 195億26百万円
7.9％ 減

　
売上高は第１四半期連結会計期間を底に急回復したことに加え、オムロ
ンオートモーティブエレクトロニクス買収の影響により、前期比7.5%増収
の3,580億75百万円となりました。為替の影響は前期比約１億円の減収要
因となりました。
営業利益は プロジェクトによるあらゆる原価改善に総力を挙げて

取り組んだ結果、トラクションモータ以外の既存製品の利益は第１四半期
連結会計期間を底に急回復し、二桁を超える営業利益率までの改善を継続
しているものの、需要が急拡大しているトラクションモータシステム
（E-Axle）等の先行開発費等を継続して計上しているため、前期比7.9%減
益の195億26百万円となりました。為替の影響は前期比約１億円の減益要
因となりました。
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売上高構成比
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5,6265,626

339339

家電・商業・産業用 家電・商業・産業用モータ及び関連製品
　

売 上 高 6,016億11百万円
6.9％ 増

営業利益 530億25百万円
56.2％ 増

　
売上高は家電向けコンプレッサの売上が大幅に増加しているエンブラコ
買収の影響に加え、欧米での搬送用ロボット向けモータ及びギアの増収に
より、前期比6.9%増収の6,016億11百万円となりました。為替の影響は
前期比約117億円の減収要因となりました。
営業利益は欧州等で当連結会計年度に構造改革費用約57億円を計上した
ものの、増収及び徹底的な原価改善等を実行したことにより、営業利益率
が2.8%改善し、前期比56.2%増益の530億25百万円となりました。その
結果、第３四半期連結会計期間、第４四半期連結会計期間と連続して構造
改革費用を除く営業利益率10%超を確保しました。為替の影響は前期比約
17億円の減益要因となりました。
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売上高構成比
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3232

604604

機器装置 産業用ロボット、カードリーダ、検査装置、
プレス機器、変減速機等

　

売 上 高 1,505億75百万円
0.6％ 増

営業利益 264億 5百万円
21.5％ 増

売上高は５Ｇ向け需要が好調な半導体検査装置の増収等により、前期比
0.6%増収の1,505億75百万円となりました。為替の影響は前期比約11億
円の減収要因となりました。
　営業利益は５Ｇ向け新製品需要の取り込みによる増益や原価改善及び固
定費適正化の効果により前期比21.5%増益の264億５百万円となりまし
た。為替の影響は前期比約４億円の減益要因となりました。

電子・光学部品 スイッチ、トリマポテンショメータ、
レンズユニット、カメラシャッター等

　

売 上 高 608億24百万円
0.7％ 増

営業利益 63億15百万円
97.3％ 増

売上高は前期比0.7%増収の608億24百万円、為替の影響は前期比約８
億円の減収要因となりました。
営業利益は新製品投入による増収及び固定費改善を主因に、前期比

97.3%増益の63億15百万円となりました。為替の影響は前期比約４億円
の減益要因となりました。
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売上高構成比
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4545

66

その他 サービス等
　

売 上 高 33億81百万円
25.4％ 減

営業利益 3億91百万円
36.1％ 減

売上高は前期比25.4%減収の33億81百万円、営業利益は前期比36.1%
減益の３億91百万円となりました。

２．資金調達及び設備投資の状況
　
⑴ 資金調達

当連結会計年度中においては、社債の償還資金に充当するため、2020年６月に「第12回無担保社債」（総額
500億円）を発行するとともに、電気自動車（EV）向けトラクションモータの開発及び製造に関する資金に充当
するため、2021年３月に「ユーロ建無担保社債（グリーンボンド）」（総額５億ユーロ）を発行致しました。さ
らに、当期の資金需要に対応するためコマーシャル・ペーパーの発行による資金調達も行っており、期末残高は
300億円となっております。また、当社子会社については原則として金融機関からの資金調達を行わず、統括会
社のキャッシュマネジメントシステム等を利用したグループ内ファイナンスにより、資金調達の一元化と資金効
率化を継続して推進しております。なお、当連結会計年度末の借入金及び社債の合計金額は4,993億13百万円と
なっております。

⑵ 設備投資
当連結会計年度中の設備投資の総額は889億11百万円となりました。主なものは、日本電産モータ㈱の家電・
商業・産業用製品製造工場建設等、海外子会社の生産能力増強のための投資であります。このほか国内の研究開
発強化を目的に投資をしております。
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３．財産及び損益の状況
　
⑴ 企業集団の財産及び損益の状況
【国際会計基準(IFRS)】

2017年度〈第45期〉 2018年度〈第46期〉 2019年度〈第47期〉 2020年度〈第48期〉

売上高 （百万円） 1,459,039 1,475,436 1,534,800 1,618,064
営業利益 （百万円） 165,903 129,222 108,558 160,011
親会社の所有者に
帰属する当期利益 （百万円） 130,834 109,960 58,459 121,977

基本的１株当たり
当期利益 （円） 220.96 186.49 99.37 208.25

資産合計 （百万円） 1,773,199 1,884,008 2,122,493 2,256,067
親会社の所有者に
帰属する持分 （百万円） 932,501 996,795 947,290 1,096,054

１株当たり親会社
所有者帰属持分 （円） 1,575.38 1,693.54 1,617.21 1,871.25

　
（注）１．百万円単位の記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
　 ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
　 ３．基本的１株当たり当期利益については、親会社の所有者に帰属する当期利益の数値を基に算出しております。
　 ４．基本的１株当たり当期利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり親会社所有者帰属持分は自己株式を控除した期末発行済株式総数によ

り、それぞれ算出しております。
　 ５．第46期、第47期及び第48期の基本的1株当たり当期利益の算定及び１株当たり親会社所有者帰属持分の算定において、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が

所有する当社株式を自己株式として処理していることから、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数から当該株式数を控除しております。
　 ６．第47期よりセコップ社の冷蔵庫向けコンプレッサー事業を非継続事業に分類しております。これにより売上高及び営業利益は非継続事業を除いた継続事業の金額を

表示しております。
　 ７．当社は、2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第45期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり情報を

算定しております。
　 ８．当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第47期については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の見直

しが反映された後の金額によっております。
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〈第47期〉

総資産 純資産

総資産・純資産 （百万円） 1株当たり純資産 （円）

222,217225,793
49,213

16,947

48,417

16,715

82.12

28.23

983,178

309,867

904,890

318,857

526.46538.68

190,206

31,845

52.74

1,183,299

288,888

31,027

493.19

⑵ 当社の財産及び損益の状況
　

2017年度〈第45期〉 2018年度〈第46期〉 2019年度〈第47期〉 2020年度〈第48期〉

売上高 （百万円） 225,793 222,217 190,206 200,138
経常利益 （百万円） 16,947 49,213 31,845 45,646
当期純利益 （百万円） 16,715 48,417 31,027 41,572
１株当たり当期純利益 （円） 28.23 82.12 52.74 70.98
総資産 （百万円） 904,890 983,178 1,183,299 1,307,494
純資産 （百万円） 318,857 309,867 288,888 298,063
１株当たり純資産 （円） 538.68 526.46 493.19 508.87

　

（注）１．百万円単位の記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
　 ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により、それぞれ算
出しております。

４．第46期、第47期及び第48期の1株当たり当期純利益の算定及び１株当たり純資産の算定において、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が所有する当社株式を
自己株式として処理していることから、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数から当該株式数を控除しております。

５．当社は、2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第45期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり情報を
算定しております。



24

４．対処すべき課題

⑴ コーポレート・ガバナンス体制の強化
当社は2020年度より監査等委員会設置会社へ移行しております。今後、より迅速な意思決定を実現するとと
もに監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監督機能を一層強化し、
更なるコーポレート・ガバナンスの強化並びに持続的な企業価値の拡大を図ります。

　
⑵ グローバル経営管理インフラの構築・強化

グローバル企業として、グローバルスタンダードに準拠したグループ全体の経営管理体制・会計基準・財務内
容・経営情報開示体制等の充実を更に推進してまいります。
　グローバルな自律成長と海外M&AのPMI（買収後の統合）加速のために成長戦略の基盤強化が必要であり「グ
ローバル５極マトリックス経営管理体制」の構築推進を行っております。具体的には、経営品質の向上（ガバナ
ンス、コンプライアンス、内部統制）、経営効率の向上（高品質、低コストの域内シェアドサービス）、PMIの積
極サポートを担う地域統括会社を設置するとともに、その機能拡充を進めています。
　グループ入りした企業について、各社の自主独立経営を尊重する「連邦連結経営」を基本としてまいりました
が、グローバル化に対応して「グループマトリックス一体化経営」を加速的に推進しています。
　グループ全体の内部統制を担う経営管理監査部では、グローバル経営体制の強化に呼応して不正予防の領域に
対する監査を強化すべくグローバル監査体制を構築し、これまでの財務諸表監査、米国SOX法対応で蓄積したノ
ウハウや実績を基盤に、内部統制の一層の強化を進めております。開示体制も情報開示に関する委員会と各専門
部署の連携により充実を図ってまいります。
　更に、法務コンプライアンス部、リスク管理室、IR・CSR推進部は、専門部署として各部署と連携をしながら
活動を展開しております。社会の公器としての事業活動を律していくことにより、雇用維持の社会貢献に加え
て、当社経営理念に基づいた新たな社会貢献活動を目指します。



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

25

５．企業集団の主要な事業内容（2021年３月31日現在）
　

HDD用モータ並びにパソコン周辺機器、OA機器、家電機器等に使用される精密小型モータの製造販売、車載
用モータ及び自動車部品、家電・商業・産業用モータ及び関連製品、機器装置及び電子・光学部品の製造販売並
びに各事業に関連するその他のサービスを行っております。
各事業の内容は以下のとおりであります。

　

事業内容 種類

精密小型モータ HDD用モータ、ブラシレスモータ、ファンモータ、振動モータ、ブラシ付モータ、
モータ応用製品等

車載 車載用モータ及び自動車部品
家電・商業・産業用 家電・商業・産業用モータ及び関連製品
機器装置 産業用ロボット、カードリーダ、検査装置、プレス機器、変減速機等
電子・光学部品 スイッチ、トリマポテンショメータ、レンズユニット、カメラシャッター等
その他 サービス等

６．企業集団の主要拠点等（2021年３月31日現在）
　
⑴ 主要な営業所及び工場
　

当社本社 京都市南区
当社営業所並びに開発拠点 京都、東京、滋賀、長野、川崎

その他拠点
タイ日本電産㈱、ドイツ日本電産モーターズ アンド アクチュエーターズ㈲、日本電産モータ㈱
（米国）、日本電産サンキョー㈱（長野）、日本電産テクノモータ㈱（京都）、日本電産モビリティ㈱
（愛知）、日本電産シンポ㈱（京都）

　

⑵ 企業集団の使用人の状況
　① 企業集団の状況
　

区分 使用人数 前期末比増減

合計 112,551名 4,655名減
　

（注） 上記使用人の他に臨時雇用者23,635名が在籍しております。
　

　② 当社の状況
　

区分 使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

合計 2,568名 188名減 38.7歳 10.3年
　

（注）上記使用人の他に臨時雇用者87名が在籍しております。
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７．重要な親会社及び子会社の状況
　
⑴ 重要な子会社の状況（2021年３月31日現在）
　

会社名 資本金または出資金 議決権比率 主要な事業内容

タ イ 日 本 電 産 ㈱ 231,657千USD 99.9％ 精密小型モータの製造販売
ドイツ日本電産モーターズ
アンドアクチュエーターズ㈲ 25千EUR 100.0％ 車載用製品の製造販売

日 本 電 産 モ ー タ ㈱ 1,355,662千USD 100.0％
(100.0%) 家電・商業・産業用製品の製造販売

日 本 電 産 サ ン キ ョ ー ㈱ 35,270百万円 100.0％ 精密小型モータ、車載用製品、機器装置、電子部品
の製造販売

日 本 電 産 テ ク ノ モ ー タ ㈱ 2,500百万円 100.0％ 商業・産業用製品の製造販売
日 本 電 産 モ ビ リ テ ィ ㈱ 14,561百万円 100.0％ 車載用製品の製造販売
日 本 電 産 シ ン ポ ㈱ 3,796百万円 100.0％ 機器装置の製造販売
（注）１．資本金及び出資金は単位未満を四捨五入して表示しております。
　 ２．議決権比率欄の（ ）内は、当社子会社が所有する議決権比率の内数を示したものであります。

　
⑵ 重要な企業結合の経過

該当事項はありません。
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208.25

30

30

60

2020年度
〈第48期〉

2019年度
〈第47期〉

2017年度
〈第45期〉

2018年度
〈第46期〉

220.96 186.49

25

27.5

52.5

22.5

25

47.5

基本的１株当たり当期利益（EPS）と１株当たり配当金の推移 （円/株）
基本的１株当たり当期利益 第２四半期末配当金 期末配当金

99.37

27.5

30

57.5

８．主要な借入先及び借入額（2021年３月31日現在）

借入先 借入額（百万円）

株式会社三菱UFJ銀行 12,221
株式会社三井住友銀行 9,162
　

９．剰余金の配当等の決定に関する方針
　

当社は「会社は株主のもの」との視点から、株主の負託に応えるべく、100年を超えて成長し続けるグローバ
ル企業として、世界一高性能なモータで地球に貢献することで常に時代の変化を見据えた企業の将来像を示して
まいります。それは成長への飽くなき挑戦を続ける当社の基本姿勢であります。株主への利益配分に関しまして
も、連結純利益の30％を見据えて、安定配当を維持しながら連結純利益額の状況に応じて配当額の向上に取り組
んでまいります。
また内部留保金については、経営体質の一層の強化と事業拡大投資に活用し、収益向上に取り組んでまいりま

す。

（注）当社は、2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第45期の期首に当該
株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり配当金及び基本的１株当たり当期利益を算定しておりま
す。

10．その他企業集団の現況に関する重要な事項
　

該当事項はありません。
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Ⅱ 会社の株式に関する事項（2021年３月31日現在）
　
１．発行可能株式総数 1,920,000,000株
　

２．発行済株式の総数 596,284,468株
　

３．株主数 100,586名
　

４．大株主（自己株式を除く上位10名）
　

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

永守重信 49,473 8.44
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 41,282 7.04
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 24,817 4.23
株式会社京都銀行 24,798 4.23
エスエヌ興産合同会社 20,245 3.45
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 18,877 3.22
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 15,534 2.65
株式会社三菱UFJ銀行 14,851 2.53
JP MORGAN CHASE BANK 385632 13,709 2.33
日本生命保険相互会社 13,159 2.24

　

（注）１．持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．持株比率は、自己株式(10,390,804株)を控除して計算しております。
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Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項
　

該当事項はありません。
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Ⅳ 会社役員に関する事項
　
１．取締役の状況（2021年３月31日現在）
　

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 永 守 重 信 最高経営責任者、日本電産シンポ㈱取締役会長、日本電産サンキョー㈱取締役会長、日本
電産モビリティ㈱取締役会長、日本電産コパル㈱取締役会長、学校法人永守学園理事長

代 表 取 締 役 社 長
執 行 役 員 関 潤 最高執行責任者、日本電産トーソク㈱取締役会長、インド日本電産㈱取締役会長

取締役（監査等委員） 村 上 和 也 日本電産テクノモータ㈱監査役、日本電産シンポ㈱監査役、日本電産リード㈱監査役、日
本電産マシナリー㈱監査役、日本電産グローバルサービス㈱監査役

取締役（監査等委員） 落 合 裕 之
日本電産トーソク㈱監査役、日本電産サンキョー㈱監査役、日本電産コパル電子㈱監査
役、日本電産エレシス㈱監査役、日本電産モビリティ㈱監査役、日本電産コパル㈱監査
役、日本電産サーボ㈱監査役

取 締 役 佐 藤 禎 一 ㈱ＮＨＫプロモーション取締役

取 締 役 清 水 治 早稲田大学政治経済学術院教授

取締役（監査等委員） 中 根 猛 外務省参与

取締役（監査等委員） 山 田 文 京都大学大学院法学研究科教授

取締役（監査等委員） 酒 井 貴 子 大阪府立大学大学院経済学研究科教授

（注）１．取締役 佐藤禎一氏、清水治氏、中根猛氏、山田文氏及び酒井貴子氏は、社外取締役であります。また、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して指定し、同取引所に届け出ております。

２．村上和也氏及び落合裕之氏は常勤監査等委員であります。常勤監査等委員を選定している理由は、日常的な情報収集力の強化及び重要な会議への出席によって監
査の実効性を高めるためであります。

３．当社は、2020年６月17日開催の第47期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行致しました。これに伴い、村上和也、落合裕之及び中根猛の
各氏は、監査役を退任し、同日付で取締役(監査等委員)に就任しております。

４．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は、次のとおりであります。
（1）2020年６月17日開催の第47期定時株主総会において、取締役に関潤氏、取締役(監査等委員)に山田文氏及び酒井貴子氏が新たに選任され、就任致しました。
（2）2020年６月17日開催の第47期定時株主総会において、代表取締役 小部博志氏、吉本浩之氏及び片山幹雄氏、取締役 宮部俊彦氏及び佐藤明氏が退任致し

ました。
（3）2020年６月17日開催の第47期定時株主総会において、監査役 長友英資氏及び渡邊純子氏が退任致しました。
５．取締役(監査等委員) 村上和也氏は、財務省等で要職を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
６．取締役(監査等委員) 酒井貴子氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
７．取締役 佐藤禎一氏及び清水治氏、取締役(監査等委員) 中根猛氏及び酒井貴子氏に関しては、当社と兼職先との間に特別な関係はありません。
８．取締役(監査等委員) 山田文氏は、京都大学大学院法学研究科の教授であります。当社は教育及び研究活動のため、同大学大学院工学研究科寄付講座「優しい地
球環境を実現する先端電気機器工学」へ寄付しておりますが、その額は2016年度1.3百万円 （同大学における寄付収入総額 4,756百万円）、2017年度49百万
円（同 4,848百万円）、2018年度45百万円（同 5,163百万円）、2019年度39百万円(同 5,352百万円)、昨年度2020年度39百万円であり、当社の寄付額は寄
付収入総額と比較して僅少です。また同氏の所属する学部と寄付先の学部が異なること及び同氏が大学を代表する立場にないことから直接の利害関係はなく、同
氏の独立性に問題はないと考えています。
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２．当事業年度に係る取締役の報酬等

⑴ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　当社は、2021年２月６日開催の取締役会にて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定
方針（以下、決定方針という）を定めましたが、2021年４月22日開催の取締役会にて、報酬委員会の設置に伴う
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の決定についての代表取締役会長への一任の廃止等、決定方針の一部を
変更いたしました。

　 変更後の決定方針の内容の概要は以下のとおりです。

　ア．基本方針
　当社の役員報酬は、グローバルな競争力の強化と事業の持続的な成長を目的とし、以下の方針に基づき決定
するものとする。

　 ・企業価値向上へのモチベーションを高めるものであること
　 ・優秀な経営人材確保に資するものであること
　 ・当社の企業規模と事業領域において適正な水準であること

　当社の役員報酬は、役位に応じた「固定報酬（基本報酬）」と、業績を反映した「業績連動型株式報酬」を
組み合わせることにより、優秀な人材確保に向けた競争力を確保しつつ、経営的視点を持ち持続的な事業拡大
に向けたインセンティブを感じるものとする。なお、監査等委員でない社外取締役および監査等委員である取
締役の報酬は、その独立性を確保するため固定報酬のみとする。

　イ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件
　 の決定に関する方針を含む）

　監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、企業業績
への貢献度等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定す
るものとする。監査等委員でない社外取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、他社
水準、当社の業績を考慮しながら決定するものとする。

　ウ．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報
　 酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）

　監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の業績連動型株式報酬は、グループ一体となって中期経営計
画の実現および中長期的な企業価値拡大に向けて、中期経営計画における業績目標達成等の意欲を高めること
を目的とし、中期経営計画で掲げる連結売上高および連結営業利益の目標達成度に応じて報酬が変動する仕組
みとする。信託口座内で管理する当社株式を付与するものとし、その付与数を単年度ならびに中期の事業計画
達成度に応じて０%から200%の間で変動するインセンティブとして退任時に付与する。なお、業績連動型株
式報酬の額は固定報酬の１割程度とする。（事業目標達成度100%の場合）
　業績連動型株式報酬については、受益権確定日以降、株式交付対象者が職務や社内規程への重大な違反等の
非違行為があった場合、会社は、その者に対して賠償を求めることができるものとする。
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　エ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決議する
こととする。なお、監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の個人別の株式報酬の内容については、株
主総会決議の範囲内で、取締役会にて決議することとする。
（注）なお、当事業年度末日における「エ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項」については以下の通り。

　「監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏

まえ、人事部にて算出し、代表取締役社長を含む取締役執行役員等にて構成される会議にて協議したうえで、取締役会の一任を得た代表取締役会長が決定す

ることとする。その権限の内容は、各監査等委員でない取締役の基本報酬の額とする。なお、監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の個人別の株式

報酬の内容については、株主総会決議の範囲内で、社外取締役を含む取締役会で決議することとする。」

⑵ 取締役（監査等委員であるものを除く）の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　当事業年度においては、監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を代表取締役会長 永守
重信に委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各監査等委員でない取締役の基本報酬の額としてお
ります。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締
役会長が最も適しているからであります。なお、監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の個人別の株式報
酬の内容については、株主総会決議の範囲内で、社外取締役を含む取締役会で決議することとしております。

⑶ 当事業年度に係る監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものである
と取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、決定方針に従った決定方法をとっていることから、決定方

針に沿うものであると判断しております。

⑷ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社監査等委員でない取締役の金銭報酬の額は、2020年６月17日開催の第47期定時株主総会において年額
1,000百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の
監査等委員でない取締役の員数は４名（うち社外取締役２名）です。当社監査等委員である取締役の金銭報酬の額
は、2020年６月17日開催の第47期定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主
総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は５名（うち社外取締役３名）です。
また、当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び同等の地位を有する者を対象
として、業績連動型の株式報酬制度を導入しており、当該報酬に関する株主総会の決議については⑹業績連動報酬
等及び非金銭報酬等に関する事項に記載しております。
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⑸ 役員の報酬等の総額

区分 人数
報酬等の種類別の総額

摘要
固定報酬 業績連動報酬

取締役（監査等委員を除く） 9人 146百万円 -10百万円 うち社外取締役 2名 14百万円
取締役（監査等委員） 5人 41百万円 － うち社外取締役 3名 16百万円
監査役 5人 13百万円 － うち社外監査役 3名 4百万円
計 19人 200百万円 -10百万円

　

（注）1．上記には、当事業年度中に退任した取締役5名、社外監査役２名を含んでおります。
2．2018年６月20日開催の第45期定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の導入を決議されております。上記は日本基準により当事業年度に費用計上した金
額を記載しております。なお、社外取締役は制度の対象外となっております。

3．業績連動型株式報酬制度については、対象期間を中期経営計画「Vision2020」の残存期間であった2019年３月31日で終了する事業年度から2021年３月31日で終
了する事業年度までの３事業年度としており、当事業年度が対象期間の最終年度となっております。最終事業年度に中期業績連動部分も含めた業績連動型株式報酬
が確定し、当事業年度に確定した業績連動型株式報酬額は、前事業年度末時点で算定された報酬累計額を下回っているため、上表では差額を減額表示しております。

4．2020年６月17日開催の第47期定時株主総会の決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
5．当事業年度に監査役として受けた報酬等と監査等委員である取締役として受けた報酬等は、それぞれ区分して報酬額と員数を記載しております。

⑹ 業績連動報酬等及び非金銭報酬等に関する事項
　当社は2018年６月20日開催の第45期定時株主総会及び2020年６月17日開催の第47期定時株主総会において、
当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び同等の地位を有する者（以下、取締
役及び執行役員とあわせて「取締役等」という）を対象として、取締役等の役位及び業績目標達成度等に応じて当
社株式の交付を行う業績連動型の株式報酬制度の導入についてご承認を頂いております。第47期定時株主総会の
終了時に本制度の対象となる当社の取締役等の数は、２名（本制度の対象となる取締役を兼務しない執行役員及び
同等の地位の者は28名）です。
本制度は、グループ一体となって中期経営計画「Vision2020」の実現及び中長期的な企業価値拡大に向けて、

中期経営計画における業績目標達成等の意欲を高めることを目的としており、事業の成長を追求する財務指標とし
て中期経営計画で掲げる連結売上高及び連結営業利益の目標達成度に応じて報酬が変動する仕組みを採用しており
ます。具体的には、下記の方法に基づき算定の上、当社の掲げる中期経営計画の対象となる事業年度（中期経営計
画「Vision2020」の残存期間である2019年３月で終了する事業年度から、2021年３月で終了する事業年度まで
の３事業年度、以下「対象期間」という）に関して対象取締役等に付与するポイント数（株式数）を確定します。
原則として累積したポイント数に相当する株式数が対象取締役等の退任時に交付されます。なお、原則として、当
該ポイントに対応する株式の50％（単元未満株式数は切り捨て）については株式を交付し、残りについては納税
資金確保の観点から売却の上、金銭で支給します。
当社は、3.7億円に対象期間の年数を乗じた金額（当初の対象期間である3事業年度に対しては11.1億円）を上

限とする金員を、当該対象期間に係る当社の取締役等への報酬として拠出し、受益者要件を充足する取締役等を受
益者として、対象期間に相当する期間の信託を設定します。対象期間に関して取締役等に対して付与されるポイン
ト数の上限は、22,300ポイントに当該対象期間の年数を乗じたポイント数とし、当該対象期間に関して取締役等
に対して本信託から交付等が行われる当社株式等の数の上限は、当該上限ポイント数に相当する株式数とします。
そのため、当初の対象期間（３事業年度）に関する上限交付株式数は、133,800株となります（2020年４月１日
を効力発生日として行われた株式分割により１ポイントあたりの当社株式につき２株になることから、当初の対象
期間については、１ポイントにつき当社株式は２株）。
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報酬額については、取締役等の役位に応じて決定しており、役位毎の固定報酬の１割程度としております。その
報酬額については2018年４月24日の取締役会及び2020年４月24日の取締役会において、第45期定時株主総会
及び第47期定時株主総会で決議された金員の上限の範囲内であることから妥当であると決議されております。

算定式
■１事業年度あたりに付与する基準ポイント数は、以下の算定式で決定する。
・短期業績ポイント＝会社・職位別株式報酬金額（※１）÷基準株価（※２）×60%
・中期業績ポイント＝会社・職位別株式報酬金額（※１）÷基準株価（※２）×40%
　※小数点以下切捨て

■対象期間（３事業年度）のポイント数の累積値は以下の総和とする。
＜短期業績ポイント＞
・１事業年度目の短期業績ポイント×短期業績連動係数（※３）
・２事業年度目の短期業績ポイント×短期業績連動係数（※３）
・３事業年度目の短期業績ポイント×短期業績連動係数（※３）

＜中期業績ポイント＞
・（１事業年度目の中期業績ポイント＋２事業年度目の中期業績ポイント＋３事業年度目の中期業績ポイント）×中
計業績連動係数（※４）

（※１）会社・職位別株式報酬金額
職位別株式報酬金額（千円）

会長 副会長 社長 副社長 専務 常務 執行役員

10,000 6,000 8,000 5,000 4,000 3,000 2,000
※ポイントの適用にあたっては、毎年３月31日時点の職位に基づくものとする。
※なお、対象会社に出向の上、当該対象会社の業務執行役員に就任する者は、出向元である会社の職位に基づく株式
報酬金額がある場合は、その金額が適用されるものとする。

（※２）基準株価
　本制度で用いる信託が、2018年７月に会社株式の取得を行った時の会社株式の平均取得単価（小数点第５位を四
捨五入）である16,946.8896円とする。
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（※３）短期業績連動係数
　短期業績ポイントの業績連動に使用する指標、数値及び評価ウェイト

使用指標 使用数値 評価
ウェイト

目標

2018年度 2019年度 2020年度

連結
売上高

各事業年度の４月または５月に公表
する決算短信における当該事業年度

の見通しの数値
（百万円単位の数値を利用）

50% 1兆5,750億円 1兆6,500億円 1兆5,000億円

連結
営業利益 同上 50% 1,900億円 1,750億円 1,250億円

　短期業績ポイントの業績連動に使用する業績連動係数
目標達成率 業績連動係数

120%以上 200%
115%以上120%未満 175%
110%以上115%未満 150%
105%以上110%未満 125%
100%以上105%未満 100%
90%以上100%未満 50%
90%未満 0%
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（※４）中期業績ポイントの業績連動方法
　中期業績ポイントの業績連動に使用する指標、数値及び評価ウェイト

使用指標 使用数値 評価ウェイト
目標

2020年度

連結売上高 中計期間開始時に公表した中期経営計画の数値
（百万円単位の数値を利用） 50% 2兆円

連結営業利益 同上 50% 3,000億円

　中期業績ポイントの業績連動に使用する業績連動係数
目標達成率 業績連動係数

120%以上 200%
115%以上120%未満 175%
110%以上115%未満 150%
105%以上110%未満 125%
100%以上105%未満 100%
90%以上100%未満 50%
90%未満 0%

当事業年度を含む連結売上高、連結営業利益の推移は3.財産及び損益の状況に記載のとおりです。
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３．社外役員の主な活動状況等
　
⑴ 社外取締役の当年度における主な活動状況
　

氏名
出席の状況（出席回数）

活動の状況
取締役会 監査等委員会

監査役会 報酬委員会

佐 藤 禎 一 ２２回 ― １回

人材育成をはじめとする幅広い分野における経験と高い見識を活か
し、取締役会において積極的な発言を行っております。また、
2021年２月に当社取締役会の諮問機関として設置された報酬委員
会の委員を務め、役員に関する報酬決定プロセスの透明性確保及び
報酬の妥当性判断に際し、重要な役割を果たすなど、独立した客観
的立場から経営陣の監督に努めております。

清 水 治 ２０回 ― １回

財政金融をはじめとした豊富な経験を活かし、また弁護士としての
専門的見地から、取締役会において積極的な発言を行っておりま
す。また、2021年２月に当社取締役会の諮問機関として設置され
た報酬委員会の委員を務め、役員に関する報酬決定プロセスの透明
性確保及び報酬の妥当性判断に際し、重要な役割を果たすなど、独
立した客観的立場から経営陣の監督に努めております。

中 根 猛 ２２回 １５回 ―

外交政策に関する豊富な経験と幅広い知見を活かし、取締役会及び
監査等委員会において独立した客観的立場から積極的な発言を行
い、経営の監督機能を果たしております。また、監査等委員として
監査等委員会による取締役の職務の執行に関する監査に貢献しまし
た。

山 田 文 １６回 １０回 ―

大学教授として法律分野における高度な学識・専門知識を活かし、
取締役会及び監査等委員会において独立した客観的立場から積極的
な発言を行い、経営の監督機能を果たしております。また、監査等
委員として監査等委員会による取締役の職務の執行に関する監査に
貢献しました。

酒 井 貴 子 １７回 １０回 １回

大学教授として租税・会計分野における高度な学識・専門知識を活
かし、取締役会及び監査等委員会において独立した客観的立場から
積極的な発言を行い、経営の監督機能を果たしております。2021
年２月に当社取締役会の諮問機関として設置された報酬委員会の委
員を務め、役員に関する報酬決定プロセスの透明性確保及び報酬の
妥当性判断に際し、重要な役割を果たしております。また、監査等
委員として監査等委員会による取締役の職務の執行に関する監査に
貢献しました。

　

（注）１．当事業年度における取締役会の開催回数は22回、監査等委員会の開催回数は10回、監査等委員会移行前の監査役会の開催回数は５回、報酬委員会の開催回数は１
回であります。

　 ２．中根猛氏の監査等委員会および監査役会出席回数の内訳は、監査等委員会に10回、監査役会に５回であります。
　 ３．2020年６月17日開催の第47期定時株主総会において、山田文氏、酒井貴子氏が新たに選任され就任致しました。同日以降の当事業年度における取締役会の開催回

数は17回、監査等委員会の開催回数は10回であります。
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⑵ 責任限定契約の内容の概要
　当社は社外取締役 佐藤禎一氏及び清水治氏、社外取締役（監査等委員）中根猛氏、山田文氏及び酒井貴子氏と
の間では損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役及び社外取締役（監査等委員）が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合、
　会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としてその責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外取締役（監査等委員）が責任の原因となった職務
　の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

⑶ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
① 被保険者の範囲
当社及び当社の全ての子会社の取締役、監査役、執行役員、会計参与、管理監督者の地位にある従業員（既
に退任及び保険期間中当該役職に就くものを含む）、及びこれらの相続人。

② 保険契約内容の概要
被保険者が①の立場での業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことに
より、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するもの。但し、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違
法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正が損なわれな
いように措置を講じている。保険料は全額会社が負担する。



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

39

Ⅴ 会計監査人に関する事項
　
１．会計監査人の名称
　

PwC京都監査法人

２．会計監査人の報酬等の額
　

区 分 支 払 額

⑴ 当社が支払うべき報酬等の合計額 226百万円
⑵ 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 575百万円

　

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬を区分しておらず、実質的にも区分できないため、⑴の
金額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である「コンフォートレター作成業務」を委託し、その対価を支払ってお
ります。

３．当社の重要な子会社のうち、日本電産モータ㈱他２社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する
者を含む）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む）の規定によるものに限る）を受けております。

４．監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、検討を行った結果、前事業年度の監査計画・監査の実施状況、当事業
年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、合理的な
ものであると判断し、同意を致しました。

３．解任または不再任の決定の方針
　

監査等委員会は、法令の定めに基づき相当の事由が生じた場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人
を解任します。また、会計監査人の監査の継続について著しい支障が生じた場合等には、監査等委員会が当該会
計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、これを株主総会に提出します。
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Ⅵ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　
１．業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確
保するための体制として、以下のような体制を構築しております。

　
⑴ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
法令・諸規則、社内規則・基準、社会倫理規範等を遵守することにより社会の信頼を獲得すると同時に役職員

の倫理意識を高め、企業の誠実さを確立すべく以下の体制を確保しております。
① 当社は、当社グループ全体のコンプライアンスに関する基本的な考え方並びに組織及び運営方法等を定め、
法令等に基づく適正な業務執行とそのプロセスの継続的な検証と改善を通じてコンプライアンス体制の確立
と意識の徹底を図ることを目的として「Nidecグループコンプライアンス規程」を定めております。

② 取締役会の下にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する基本方針を策定し、当社グル
ープのコンプライアンス状況を監視しています。

③ 具体的な行動指針として、「日本電産グループコンプライアンス行動規範」を作成し、当社グループのすべて
の役職員に周知徹底しています。

④ コンプライアンス推進活動の一環として、「Nidecコンプライアンス・ハンドブック」を作成・活用するなど
して、コンプライアンス研修を当社グループ各社に実施し、当社グループ各社の役職員のコンプライアンス
意識の向上に努めています。

⑤ コンプライアンス徹底のために当社グループ全社を対象とする内部通報制度（Nidec Global Compliance
Hotline）を設置し、法令・社内規則違反に関する社員からの報告や問題提起を奨励するとともに、通報者の
保護を図っております。

⑥ このような活動を推進するため、当社に設置した法務コンプライアンス部と日本電産グループの各地域（米
州・中国・欧州・東南アジア）に置いた地域コンプライアンスオフィサーが連携して、当社グループ各社の
コンプライアンスを確保する体制（グローバル・コンプライアンス体制）を構築しております。

⑦ コンプライアンス違反に関しては、法務コンプライアンス部または内部通報窓口への報告・通報等に基づき
調査・解決し再発防止を図ります。コンプライアンス違反事案のうち、処分が必要なものは、懲戒委員会、
取締役会の審議を経て処分を決定しております。

⑧ 当社は、本社各部門からグループ全体の内部統制システム構築の指導・支援を実施するとともに、適法・適
正で効率的な事業運営を管理・監査しております。

⑨ 当社及び当社子会社の内部監査部門は、当社グループ各社の内部監査を実施し、業務の改善策の指導及び支
援助言を行っています。
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⑵ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び執行役員の職務の執行に係る文書については、「文書規程」により保存年限を定めて整理・保存す

るものとし、監査等委員は常時閲覧可能であります。

⑶ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、当社グループ全体のリスク管理体制確立のため「リスク管理規程」を制定し、リスク管理委員会と
リスク管理室を設置します。リスク管理委員会は取締役会の下に設置し年度方針を策定し、その下に当社リ
スク主管部署の部門長及び当社グループ各社がリスクの管理・対応・報告の徹底を図るための年度計画を作
成・実行します。リスク管理室はこれを支援し経過報告を集約する一方、経営管理監査部がこのリスク管理
体制の整備状況を監査します。

② 日常のリスク管理に関して定めた「リスク管理規程」とは別に、リスクが顕在化し現実の危機対応が必要と
なった際に備え、当社グループ全体の危機管理について記載した「危機管理規程」を定めております。

③ 当社は、当社グループ全体の情報セキュリティリスクの管理のため、情報セキュリティに関する基本的な考
え方並びに管理体制及び運営方法等を定め、企業活動を行う上で重要な経営資産である当社グループの情報
資産を適切に保護するとともに、その適正な使用を行うことを目的として「情報セキュリティ基本規程」を
定めております。

④ 当社は、取締役会の下に情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティに関する基本方針を策定し、
情報セキュリティ諸施策の遂行状況を監督、指導を行います。

⑤ 当社に設置する情報セキュリティ管理室は諸施策実施の支援並びに情報セキュリティに関する事故または問
題発生時における対応を行う一方、経営管理監査部は情報セキュリティ監査の実施、指導及び支援を行いま
す。

⑷ 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社では、「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」の基礎として、執行役員制
度を採用し、業務執行権限を執行役員に委譲します。取締役会は、当社の経営方針及び経営戦略等に係る重
要事項を決定し、執行役員の選任・解任と業務執行の監督を行います。

② 当社グループでは、具体的な数値目標・定性目標として設定された長期ビジョンを実現するための中期経営
計画を策定し、年度事業計画の基礎とします。策定にあたり中期達成目標としての実行可能性・長期ビジョ
ンとの整合性・達成のために克服すべき課題やリスクを含め検討し決定します。なお、マーケット状況の変
化・進捗状況の如何により定期的に見直しローリングを行います。

③ 当社及び当社グループ各社では、業務処理の判断及び決定の権限関係を明確にして経営効率と透明性の向上
を図るため、稟議事項及び稟議手続きについて「稟議規程」を定めております。

④ 当社及び当社グループ各社では、重要な情報については、毎日のリスク会議で迅速に報告・共有し、リスク
会議の議事録は毎日各部門長に配信され日々の業務に活用します。また必要に応じて、Management
Committee、経営会議の場でも幅広く討議・共有します。
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⑸ 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
① 当社の取締役及び執行役員は、当社グループ会社の取締役及び執行役員を兼務してグループ各社の経営会議
に出席し、四半期ごとにグループCEO会議を開催する等、グループ内での方針・情報の共有化と指示・要請
の伝達を効率的に実施します。

② 当社グループ各社の業務を所管する管理部署は、当社グループ各社との連携強化を図るとともに、経営内容
を的確に把握するため、必要に応じて報告を求め、書類等の提出を求めています。

⑹ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の他の取締役（監査等委
員である取締役を除く）からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項
① 監査等委員会の要請に従い経営管理監査部は監査等委員の要望した事項の監査を実施し、その結果を監査等
委員会に報告します。

② 当該監査においては監査等委員の指揮命令の下にその職務を補助します。その報告に対して他の取締役（監
査等委員である取締役を除く）及び執行役員は一切不当な制約をしません。

⑺ 当社グループの取締役及び使用人並びに子会社監査役またはこれらの者から報告を受けた者が当
社監査等委員会に報告をするための体制及び通報者保護の体制
① 当社取締役及び執行役員または使用人は、当社監査等委員会に対して法定の事項に加え、全社的に重大な影
響を及ぼす事項・内部監査の実施状況・内部通報制度による通報状況及びその内容を速やかに報告します。
報告の方法については、他の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員と監査等委員会との協
議により決定する方法によっております。

② 当社経営管理監査部は、定期的に当社監査等委員会に対する報告会を実施し、当社グループにおける内部監
査の結果を報告しております。

③ 当社法務コンプライアンス部は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査
等委員会に対して報告しております。

④ 当社グループでは、グループ全社を対象とする内部通報制度(Nidec Global Compliance Hotline)において
通報者が報告をしたことを理由として不利益を被らないよう通報者保護を図っております。

⑻ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）について生ずる費用
の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方
針に関する事項
当社監査等委員会は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等基準に従い、監査費用の予算等監査等委員が
その職務を執行するうえで必要と認めた事項について、独立して決議する権限を有し、緊急または臨時に支出し
た費用については、事後、会社に償還を請求することが出来ます。

⑼ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員は経営陣と意見交換を実施します。
② 監査等委員は毎月の活動を監査報告書にまとめ、取締役会に報告します。
③ 監査等委員は各社の現場にも足を運び入れ、業務監査等を実施します。
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　

当社では、上記体制に基づき、以下の具体的な取り組みを実施致しました。

⑴ コンプライアンス体制
当社法務コンプライアンス部は、コンプライアンス推進活動の一環として、コンプライアンス研修を当社及び

当社グループ各社に実施し、当社グループ各社の役職員のコンプライアンス意識の向上に努めてまいりました。
また、当社代表取締役会長は、トップメッセージとして、当社グループ経営方針発表会等においてコンプライア
ンス重視の姿勢の周知を行ってまいりました。さらに、当社コンプライアンス委員会は、当社及び当社グループ
各社のコンプライアンス状況を監視し、コンプライアンス体制の確保に努めてまいりました。

⑵ リスク管理体制
当社リスク管理室は、当社を取り巻くリスクを46に分類、各々リスクについて主管部署を特定し、リスクの指
標化による見える化・リスクが顕在化する前の予兆管理を行い、経営層、関係者に報告することで損害を回避・
最小限に抑える活動を進めてまいりました。また、これらリスク主管部署に加え、当社グループ各社からリスク
評価・調査表及びリスク管理活動計画と前事業年度の計画実施状況を収集し活動内容を確認致しました。また、
リスク管理室が主管部署となる「偶発的リスク（自然災害、火災、労働災害、感染症の蔓延など）」について、
事故分析・低減対策を立案し、社内関係者と共に対応を行っております。更に有事の際は、危機管理対策本部事
務局として情報収集を行い、緊急対応、事業継続活動方針策定、社員へ周知する役割を担っております。直近で
は、2020年１月より新型コロナ対応のため危機管理対策本部を設置し、現在も活動を継続しております。この
ように、当社グループの重要リスクを特定しそれに対応することにより、リスク管理の徹底に努めてまいりまし
た。

⑶ 職務執行の効率性を確保するための体制
業務執行に係る重要案件については、取締役会に上程する前に、Management Committeeに付議し、当該

業務執行の妥当性やリスクの有無等を議論し検討を行うことにより、業務執行の効率性の向上に努めてまいりま
した。

⑷ 監査等委員会の監査体制
当社監査等委員は、その全員が取締役会に出席し、取締役会において十分な議論に基づく意思決定がなされて
いることのモニタリングを実施致しました。また、監査等委員会において、当社経営管理監査部及び当社会計監
査人と情報共有及び意見交換をするとともに、リスク会議等の情報を適宜入手し、そこから得られた事業リスク
に関する重要な問題等を必要に応じて取締役会へ報告致しました。
また、監査等委員会に当社会計監査人を当事業年度において計６回招くなど、密接に情報交換を行いました。

⑸ 内部監査体制
当社経営管理監査部は、内部監査計画に基づいて、当社及び当社グループ各社に対して内部監査を実施し、内
部統制等に関して識別した問題点については、必要に応じて経営者、リスク会議等へ報告・説明し、関係部署へ
の改善の徹底を図ってまいりました。また、当社監査等委員に対しても、適時報告会を実施し、当社グループ各
社における内部監査の結果を報告致しました。
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連結財政状態計算書（2021年３月31日現在）
　
[ 資産の部 ] （単位：百万円） [ 負債及び資本の部 ] （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 1,024,112

現金及び現金同等物 219,524

営業債権及びその他の債権 441,078

その他の金融資産 10,556

未収法人所得税 9,454

棚卸資産 296,631

その他の流動資産 46,869

非流動資産 1,231,955

有形固定資産 662,659

のれん 320,020

無形資産 195,565

持分法で会計処理される投資 2,422

その他の投資 19,360

その他の金融資産 6,056

繰延税金資産 15,022

その他の非流動資産 10,851

資産合計 2,256,067

流動負債 629,668
短期借入金 30,977
１年以内返済予定長期債務 75,596
営業債務及びその他の債務 400,307
その他の金融負債 2,463
未払法人所得税 17,910
引当金 33,546
その他の流動負債 68,869
非流動負債 512,430
長期債務 424,900
その他の金融負債 1,666
退職給付に係る負債 31,703
引当金 756
繰延税金負債 48,223
その他の非流動負債 5,182
負債合計 1,142,098
資本金 87,784
資本剰余金 105,179
利益剰余金 1,016,591
その他の資本の構成要素 △49,631
自己株式 △63,869
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,096,054
非支配持分 17,915
資本合計 1,113,969

負債及び資本合計 2,256,067
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連結損益計算書（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
　

（単位：百万円）

科 目 金 額

継続事業

　売上高 1,618,064

　売上原価 △1,251,506

　売上総利益 366,558

　販売費及び一般管理費 △139,267

　研究開発費 △67,280

　営業利益 160,011

　金融収益 4,200

　金融費用 △5,924

　デリバティブ関連損益 1,014

　為替差損益 △5,334

　持分法による投資損益 △989

　税引前当期利益 152,978

　法人所得税費用 △30,133

　継続事業からの当期利益 122,845

非継続事業

　非継続事業からの当期損失 △228

当期利益 122,617

当期利益の帰属

親会社の所有者 121,977

非支配持分 640

当期利益 122,617
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貸借対照表（2021年３月31日現在）

[ 資産の部 ] （単位：百万円） [ 負債及び純資産の部 ] （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 267,044
現金及び預金 70,850
受取手形 28
電子記録債権 285
売掛金 79,998
有価証券 2,974
製品 6,803
仕掛品 349
原材料及び貯蔵品 713
前払費用 1,075
関係会社短期貸付金 68,588
１年内回収予定の関係会社長期貸付金 18,206
未収入金 11,300
未収還付法人税等 1,081
その他 5,011
貸倒引当金 △217
固定資産 1,040,450
有形固定資産 45,043
建物 22,442
構築物 493
機械及び装置 1,289
工具、器具及び備品 2,641
土地 14,230
建設仮勘定 3,911
その他 37
無形固定資産 3,613
特許権 23
ソフトウエア 2,336
ソフトウエア仮勘定 404
のれん 792
その他 58
投資その他の資産 991,794
投資有価証券 13,756
関係会社株式 803,869
関係会社出資金 85,639
関係会社長期貸付金 85,919
破産更生債権等 445
長期前払費用 411
前払年金費用 263
その他 1,937
貸倒引当金 △445

資産合計 1,307,494

流動負債 608,762
買掛金 39,329
電子記録債務 1,817
短期借入金 383,950
１年内償還予定の社債 38,940
１年内返済予定の長期借入金 29,171
未払金 39,774
未払費用 945
預り金 42,459
前受収益 39
賞与引当金 2,083
その他 30,255
固定負債 400,669
社債 399,900
繰延税金負債 458
その他 311

負債合計 1,009,431
株主資本 293,600
資本金 87,784
資本剰余金 147,930
資本準備金 92,005
その他資本剰余金 55,925
利益剰余金 121,755
利益準備金 721
その他利益剰余金 121,034
別途積立金 57,650
繰越利益剰余金 63,384

自己株式 △63,869
評価・換算差額等 4,463
その他有価証券評価差額金 4,794
土地再評価差額金 △331

純資産合計 298,063
負債・純資産合計 1,307,494
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損益計算書（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
　

（単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 200,138
売上原価 140,178
売上総利益 59,960
販売費及び一般管理費 40,225
営業利益 19,735
営業外収益
受取利息 2,154
受取配当金 21,692
為替差益 3,257
デリバティブ評価益 1,012
その他 2,248 30,363
営業外費用
支払利息 3,028
社債利息 633
その他 791 4,452
経常利益 45,646
特別利益
固定資産売却益 6 6

特別損失
　固定資産処分損 18
減損損失 21 39
税引前当期純利益 45,613
法人税、住民税及び事業税 4,036
法人税等調整額 5 4,041
当期純利益 41,572
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
　

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年５月13日

日 本 電 産 株 式 会 社
　 取 締 役 会 御 中

PwC京都監査法人

京 都 事 務 所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 村 源 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鍵 圭一郎㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 村 透 ㊞

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本電産株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
　当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成さ
れた上記の連結計算書類が、日本電産株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規
則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定に
基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施

　 に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
　 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
　 注記事項の妥当性を評価する。　

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会
社計算規則第120条第１項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成
及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告
　

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年５月13日

日 本 電 産 株 式 会 社
　 取 締 役 会 御 中

PwC京都監査法人

京 都 事 務 所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 村 源 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鍵 圭一郎 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 村 透 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本電産株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日まで
の第48期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
・ 計算書類等に対する意見を表明するために、計算書類等に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、2020年４月1日から2021年３月31日までの第48期事業年度における取締役の職務の執行について監査い
たしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき
整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

　 ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及
　 び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社およ
　 び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思
　 疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
　 ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
　 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
　 ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日
　 企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
　 動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計
　 算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　 会計監査人PwC京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月14日
日本電産株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員　 村 上 和 也 ㊞
常勤監査等委員 落 合 裕 之 ㊞
監査等委員 中 根 猛 ㊞
監査等委員 山 田 文 ㊞
監査等委員 酒 井 貴 子 ㊞

（注） 監査等委員中根猛、山田文及び酒井貴子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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市バス：
「京都駅八条口」より
78系統乗車（久世工業団地行）

JR向日町駅から
総会会場までの徒歩順路

JR京都線（大阪方面）

タクシー通常約20分
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向
日
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日本電産本社地下道地下道

高架下高架下

セブン
イレブン
セブン
イレブン

プリントパックプリントパック

佐川印刷佐川印刷

日本サーモエナー日本サーモエナー
久世殿城町
バス停

久世殿城町
バス停

新
幹
線

新
幹
線

国
道
171
号
線

国
道
171
号
線

至 京都至 京都 至 京都至 京都

至 大阪至 大阪 至 新大阪至 新大阪

寺戸川
寺戸川

ＮＮ

タクシー通常約５分

徒歩約３分

徒歩約20分

株主総会会場

本社ANNEX
グローバル研修センター

JR

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 略 図

開催場所

京都市南区久世東土川町１-１
当社 本社ANNEX グローバル研修センター１階 MIYAKO HALL

ご注意事項
１．会場は「当社本社ANNEXグローバル研修センター」となりますので、本社ビルとお間違えなきよう（国道171号線を挟み

対面となっておりますが、ご注意の程）お願い致します。
２．駐車場・駐輪場のご用意は致しておりませんので、車両でのご来場はご遠慮願います。
３．新型コロナウイルス感染拡大防止の観点で3密を避けるため、最寄り駅JR向日町から会場までのシャトルバス運行は控えさ

せて頂いておりますこと、予めご了承ください。徒歩順路については随所にスタッフ配置を予定しております。
４．会場が国道沿いで混雑回避のため、お帰り時のタクシー手配は致しかねますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。
「新型コロナウイルス感染防止への対応について」
株主総会に於ける感染症の拡大防止のため、招集通知４～
５頁の記載内容を必ずご確認ください。

昨年より、お土産の配布は取り止めさせていただいておりま
す。何卒ご理解賜りますよう、お願い申しあげます。


